
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和７年１１月１４日 
 

長久手市議会議長　殿 
 

長久手市議会議員　にしだ亮太 
　 
 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 
受
付

個 人 質 問　 　 第　　号 
令和  年　月　日　　  時 　  分

 　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考
 

１

市民の自転車利用について 

 

令和８年４月１日から、道路交通法の一部を改正する法

律が施行され１６歳以上の自転車の運転者を交通反則通告

制度（いわゆる「青切符」）の対象とする規定が定められ

る。 

⑴　関係機関と協力して市民に対しどのように周知してい

くのか。 

⑵　県道瀬戸大府東海線の開通を見越すと大草交差点周辺

道路の自転車利用が、より一層活発になると考えるが新

たに周辺道路を整備する考えはあるか。 

 

２

コンビニ交付について 

 

⑴　所得・課税証明書がコンビニ交付できない理由は何

か。 

⑵　開庁時間短縮が検討されている中、コンビニ交付がで

きる証明書の拡充は検討されているか。 

 

３

通学路について 

 

⑴　東小学校区の通学路の現状について、どのように認識

しているのか。 

⑵　登下校時の身体への負担を軽減させるため「置き勉」

 



 を認めているが認識の統一化はされているのか。 

 

４

広報ながくてについて 

 

⑴　広報ながくての発行に係る年間の費用の総額はいくら

か。 

⑵　財源確保のため広報ながくてに有料広告の導入は検討

しないのか。 
⑶　広報ながくてについて市民の意向をリサーチすること

なく全戸配布としている理由は何か。 

⑷　各公共施設に配架されている広報ながくての部数は毎

月何冊か。 

⑸　現在広報ながくてに使用される紙について費用の面、

環境配慮の面から適正か。 

⑹　年に一度本市の情報を包括的に知ることのできるよう

な総合情報誌の発行を検討しないか。 

 

５

用途地域について 

 
税収確保の観点から更なる宅地造成が必要であると考え

る。新たに市街化区域への編入等を検討している地区はな

いか。 


